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杉並区環境部環境課長 殿 

 
 

東京都環境局総務部 
    アセスメント担当課長 
     （公 印 省 略） 

 
 
 

「（仮称）中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業」に係る 
廃止届について 

 
 
 
このことについて、別紙のとおり東京都環境影響評価条例（昭和５５年東京

都条例第９６号）第６２条第１項に基づく届出がありましたので、参考として

写しを送付します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（連絡先） 
東京都環境局総務部環境政策課 
環境アセスメント担当 水口 
電話 ０３－５３８８－３４５３ 
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